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協会けんぽ滋賀支部では、事業主・加入者の皆さまの健康づくりや利益の実現のため、

「ヘルスケアサポート事業」にご協力いただける協賛団体様を募集しています。

１．滋賀県民（≒滋賀支部加入者）の健康づくりに活かせるサービスがある

２．滋賀県民のためならサービスを優待価格で提供してもよい

３．協会けんぽ滋賀支部の広報媒体（広報誌やホームページ等）で協賛団体様の情報を掲載し、
協賛団体様が実施する健康づくりに関するサービスのPRをしたい。

以上、３点にあてはまる事業者様は、ぜひ「ヘルスケアサポート事業」への協賛をお願いいたします。

ヘルスケアサポート事業とは？

協会けんぽでは、職場内の広報・従業員からの相談対応・各種モニター等にご協力いただける被保険者（主に事業所の

従業員等）の方を「健康保険委員（健康保険サポーター）（※1）」として登録し、各種事業にご協力をいただいております。

当事業は、健康保険委員の方が職場で実践する健康づくりをサポートする事業として、協賛団体様が提供するサービス

（※2）をご利用いただき、職場における更なる健康づくりに取り組んでいただき、ひいては、事業主・加入者の皆さまの

健康につなげることを目的としています。

（※1）滋賀県内 2,269事業所、2,648名の方にご登録いただいております。（令和5年4月現在）

健康保険委員登録事業所の従業員及びご家族の総数は 約15万人となっています。

（※2）主に、スポーツジム等の優待割引、健康器具レンタル、ストレスチェックサポート、スパ等の割引、その他事業所または従業員の健康増進に

資するサービスやセミナー等の開催を想定しています。



＜協会けんぽ＞

〇加入者の健康度アップ

ヘルスケアサポートの導入は、事業所の従業員及びそのご家族の満足度向上につながるとともに、サービスの利用に

より健康度アップが期待できます。

なぜ協賛団体様が必要なのか？

協会けんぽの使命は加入者の皆さまの健康増進ですが、健康度を高めるためのツールを豊富には保有しておりませ

ん。加入者の皆さまの健康度を高めるためには、各団体様が持つ多様な健康に関するサービス等をご提供いただくこと

が必要と考えています。

事業実施により期待される効果

＜協賛団体様＞

〇各種サービスのPRにつながる

協会けんぽ滋賀支部の広報を通じて、当支部の加入事業所及び加入者に対し、ヘルスケアサポート事業の提供サービス

であることをPRできるとともに、提供サービスが「健康づくり」を推進するものであると認知されることで、イメージアッ

プにもつながります。なお、協会けんぽ滋賀支部の広報誌等への掲載に関する費用は無料です。

提供サービスの条件は？

〇提案内容が加入者の健康増進に資するものであること。

〇サービスを優待価格で提供できること。

〇サービス等の提供にかかるコスト等は協賛団体様においてご負担いただけること。 等 2

・定期広報誌 約22,000事業所/月 発行 ・健康保険委員向け広報誌 約2,600名/月 発行

・メールマガジン 約1,900名/月 配信 ・ホームページ

協会けんぽ滋賀支部の

主な広報媒体



事業のイメージ（全体像）

サービスの提供

サ ー ビ ス
提 供 者

（ 協 賛 団 体 様 ）

利用申出等（利用希望者より）

健康保険委員登録確認票（優待券）提示

利用希望者
（ 加 入 者 ）

覚書の

取り交わし
広報誌や

ホームページ等で
広報

協会けんぽ滋賀支部

公 募
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▶ 参加申込

▶ 報告書の提出

▶ 追加提案等

健康保険委員登録

事 業 所

従業員に

利用方法等を

周知



お申し込みからサービス提供までの流れ
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「健康保険委員向けヘルスケアサポート応募申
込書」をご記入、押印の上、添付書類と合わせ
て、郵送で協会けんぽ滋賀支部までご提出く
ださい。

ご提供いただく特典やサービス内容について
検討し、採用の可否や詳細等について、文書
等によりご連絡いたします。

「健康保険委員向けヘルスケアサポート」に参
加いただくこととなる場合、協会けんぽ滋賀支
部と覚書を締結。その後、協賛団体様内で特
典・サービス内容の周知をお願いします。

協会けんぽ滋賀支部の広報誌やホームペー
ジ、メールマガジン等で、特典・サービス内容
などを紹介します。

健康保険委員登録事業所の加入者に対して、
特典サービス等の提供をお願いします。

※協会けんぽから特典・サービスの実績等について
確認させていただきますので、ご協力をお願い
します。

特典・サービスの利用状況等を定期的に確認
いたします。

① ②

③

④

連 携

協賛団体様 協会けんぽ滋賀支部

申し込み方法等の詳細については、募集要綱等をご覧ください



〇 255万事業所、3,946万人（国民の3.2人に１人）が加入する日本最大の保険者

〇 中小・小規模企業が多く、事業所全体の約８割が従業員９人以下。⇒協会けんぽは、被用者保険の最後の受け皿

○ 保険者の位置づけ ○ 協会の事業所規模別構成（R3年6月末）

従業員 2人以…

従業員 3・4…

従業員 5～9…

従業員 10～29人…

従業員 30～99…

従業員 100～999人…

従業員 1000人以上…

国民健康保険（R2年3月末）

1,716市町村 2,660万人、
162国保組合 273万人

全国健康保険協会（R5年1月末）

3,946万人

健康保険組合（R2年3月末現

在）

1,388組合、2,884万人

共済組合
（R2年3月末）

85組合、
854万人

後
期
高
齢
者
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療
制
度

（R2年3月末）

47広域連
合

1,803万人

現
役
世
代
が
医
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費
を
負
担

75歳～0～74歳

サ
ラ
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ー
マ
ン

自
営
業
、

無
職
等

協会から独立
701事業所
（R3年度）

事業所全体の約8割
が従業員9人以下

組合の解散等
221事業所
（R3年度）

約 252万
事業所

＜参考＞

協会けんぽの概要（協会けんぽの規模）
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全国健康保険協会 滋賀支部
滋賀県大津市梅林1-3-10滋賀ビル3階

滋賀県内の協会けんぽ滋賀支部加入事業所・加入者数

大津市

高島市

長浜市

米原市

彦根市

多賀町

甲良町

愛荘町

豊郷町

東近江市

日野町

甲賀市

竜王町

湖南市

近江八幡市

野洲市
守山市

栗東市
草津市

年度年月 集計単位 事業所数 加入者数

2023/02

愛知郡愛荘町 382 6,099 

蒲生郡日野町 241 5,140 

蒲生郡竜王町 174 2,619 

近江八幡市 1,246 17,811 

栗東市 1,238 17,757 

犬上郡甲良町 103 1,596 

犬上郡多賀町 114 1,645 

犬上郡豊郷町 123 2,067 

湖南市 711 14,103 

甲賀市 1,290 23,268 

高島市 839 11,000 

守山市 1,155 17,227 

草津市 2,121 25,148 

大津市 5,142 56,223 

長浜市 2,056 31,866 

東近江市 1,649 27,209 

彦根市 1,881 25,818 

米原市 551 8,558 

野洲市 753 10,171 

合計 21,769 305,325 

※協会けんぽ情報系システムより抽出

＜参考＞
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